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白石医院 四国中央市豊岡町豊田１１８－１
四国中央市
医療法人雄愛会
理事長 白石 文雄

精神通院医療 平成１８年
９月１日

愛媛県精神保健福祉センター 松山市末広町１番地１ 松山市
愛媛県知事 加戸 守行 精神通院医療 平成１８年

９月１日

医療法人起生会武田医院 今治市桜井四丁目１２番３１号
今治市
医療法人起生会
理事長 武田 昭

精神通院医療 平成１８年
９月１日

真光園 松山市南高井町１４９１番地
松山市
財団法人真光会
理事長 植田 孝一郎

精神通院医療 平成１８年
９月１日

財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７
新居浜市
財団法人新居浜精神衛生研究所
理事長 松井 博

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人岡沢クリニック 南宇和郡愛南町御荘平城１９７６
南宇和郡愛南町
医療法人岡沢クリニック
理事長 岡澤 朋子

精神通院医療 平成１８年
９月１日

上田医院 新居浜市中村二丁目８番５８号 新居浜市
上田 格 精神通院医療 平成１８年

９月１日

医療法人いんなみ眼科・神経内科 大洲市田口甲３８０番地１
大洲市
医療法人いんなみ眼科・神経内科
理事長 印南 敏彦

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人園田医院 松山市和泉南五丁目１－２１
松山市
医療法人園田医院
理事長 園田 順二

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人草生会まつい小児科 今治市八町東２－４－４１
今治市
医療法人草生会まつい小児科
理事長 松井 光

精神通院医療 平成１８年
９月１日

高橋こどもクリニック 西条市朔日市３１３－５
西条市
医療法人高橋こどもクリニック
理事長 高橋 貢

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人青峰会くじら病院 八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１
八幡浜市
医療法人青峰会
理事長 上村 神一郎

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人三善会善家外科脳神経外科 宇和島市堀端町２番３９号
宇和島市
医療法人三善会善家外科脳神経外科
理事長 善家 迪彦

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人中村脳神経外科 伊予市米湊７８６－１
伊予市
医療法人中村脳神経外科
理事長 中村 貢

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人隣善会西条道前病院 西条市飯岡地蔵原３２９０番地の１
西条市
医療法人隣善会西条道前病院
理事長 佐々木 秀夫

精神通院医療 平成１８年
９月１日

国民健康保険久万高原町立病院 上浮穴郡久万高原町久万６５番地 上浮穴郡久万高原町
久万高原町長 玉水 寿清 精神通院医療 平成１８年

９月１日
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山本小児科クリニック 新居浜市徳常町９－１９ 新居浜市
山本 浩一 精神通院医療 平成１８年

９月１日

戸嶋クリニック 松山市鷹子町１６３－１ 松山市
戸嶋 豊 精神通院医療 平成１８年

９月１日

医療法人しののめクリニック 松山市東雲町６－１１
松山市
医療法人しののめクリニック
理事長 中山 寛

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人こもだ内科神経科医院 西条市福武甲１１２６の１
西条市
医療法人こもだ内科神経科医院
理事長 薦田 �一

精神通院医療 平成１８年
９月１日

財団法人新居浜精神衛生研究所附属豊
岡台病院 四国中央市豊岡町長田６０３－１

新居浜市
財団法人新居浜精神衛生研究所
理事長 松井 博

精神通院医療 平成１８年
９月１日

森神経科心療内科 松山市歩行町一丁目４－６ 松山市
森 秀人 精神通院医療 平成１８年

９月１日

みかわクリニック 上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地
上浮穴郡久万高原町
医療法人みかわクリニック
理事長 豊田 茂樹

精神通院医療 平成１８年
９月１日

鬼北町国民健康保険愛治診療所 北宇和郡鬼北町大字清水９７０番地１ 北宇和郡鬼北町
鬼北町長 松浦 甚一 精神通院医療 平成１８年

９月１日

医療法人光佑会くろだ病院 伊予郡松前町大字神崎５８６番地
伊予郡松前町
医療法人光佑会くろだ病院
理事長 黒田 典生

精神通院医療 平成１８年
９月１日

山内クリニック 新居浜市松木町３番３７号 新居浜市
山内 忠茂 精神通院医療 平成１８年

９月１日

医療法人社団味酒心療内科 松山市味酒町二丁目９－９
松山市
医療法人社団味酒心療内科
理事長 笠 陽一郎

精神通院医療 平成１８年
９月１日

公立学校共済組合四国中央病院 四国中央市川之江町２２３３
東京都千代田区
公立学校共済組合
理事長 工藤 智規

精神通院医療 平成１８年
９月１日

新居浜協立病院 新居浜市若水町１－７－４５
松山市
愛媛医療生活協同組合
理事長 河野 文朗

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人鶯友会牧病院 松山市菅沢町甲１１５１番地１号
松山市
医療法人鶯友会牧病院
理事長 牧 三郎

精神通院医療 平成１８年
９月１日

波方中央病院 今治市波方町樋口甲１６８３番地１
今治市
医療法人厚仁会
理事長 臼谷 直純

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人どい心療内科 松山市一番町二丁目５－３０信栄ビル３
Ｆ

松山市
医療法人どい心療内科
理事長 土居 孝至

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人康仁会西岡病院 四国中央市三島金子二丁目７番２２号
四国中央市
医療法人康仁会
理事長 西岡 康弘

精神通院医療 平成１８年
９月１日

しいのき心療内科 松山市末広町１１－６ 松山市
山本 芳成 精神通院医療 平成１８年

９月１日

医療法人佑心會堀江病院 松山市福角町甲１５８２
松山市
医療法人佑心會
理事長 細田 能希

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人十全会訪問看護ステーション
れんげの会 新居浜市角野新田町一丁目１番２８号

新居浜市
医療法人十全会
理事長 松尾 冨久子

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町一丁目１番２８号
新居浜市
医療法人十全会
理事長 松尾 冨久子

精神通院医療 平成１８年
９月１日

医療法人敬愛会久米病院 松山市南久米町７２３
松山市
医療法人敬愛会
理事長 坂上 博

精神通院医療 平成１８年
９月１日

中川こころのクリニック 今治市北日吉町一丁目２番１２号 松山市
中川 学 精神通院医療 平成１８年

９月１日

うつみ薬局朝生田支店 松山市朝生田町六丁目３－７ 松山市
宇都宮 瑠似子

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

しまなみ薬局 今治市近見町二丁目１－６１
松山市
株式会社アガスト
代表取締役 菅 將史

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

鷹の子薬局 松山市久米窪田町７７４番地４ 松山市
西村 純一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

クローバー薬局 大洲市東若宮１４番１１
大洲市
有限会社喜多調剤
代表取締役 津曲 芳久

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

ココ北伊予薬局 伊予郡松前町大字出作５４０番－１
伊予郡松前町
有限会社アルバ
代表取締役 新田 俊二

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

広小路薬局 宇和島市堀端町１－１８ 宇和島市
金谷 章彦

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日
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オー・エム薬局 松山市桑原四丁目１３－４ 松山市
萬井 薫

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

虹の森薬局 北宇和郡松野町延野 １々４４８番地１
北宇和郡松野町
有限会社虹の森ファーマシー
取締役 山田 勇樹

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

コスモス薬局 宇和島市三間町宮野下７０４番地
北宇和郡松野町
有限会社虹の森ファーマシー
取締役 山田 勇樹

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

すみむら薬局 今治市大西町紺原甲３０３番３
今治市
有限会社すみむら
代表取締役 住村 淳

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

有限会社渚薬局 松山市三津二丁目３４番地１
松山市
有限会社渚薬局
代表取締役 松岡 康仁

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

ちかなが薬局 北宇和郡鬼北町近永１５２８－４
宇和島市
株式会社メディック・ユー
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

あんず薬局 宇和島市丸之内二丁目１－７
宇和島市
株式会社メディック・ユー
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

京町薬局 宇和島市京町１－８
宇和島市
株式会社メディック・ユー
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

アタゴ薬局 宇和島市堀端町１－５
宇和島市
株式会社メディック・ユー
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

とみす薬局 大洲市東大洲７－１
宇和島市
株式会社メディック・ユー
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

みかん薬局 宇和島市吉田町北小路２００番地１
宇和島市
南予調剤株式会社
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

さくら薬局 西予市宇和町卯之町一丁目４１０－１
宇和島市
南予調剤株式会社
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

卯之町薬局 西予市宇和町卯之町四丁目３８９番地
宇和島市
南予調剤株式会社
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

保険調剤薬局リトル 宇和島市中央町一丁目９－１０愛媛新聞
社ビル１Ｆ

宇和島市
南予調剤株式会社
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

ホリバタ薬局 宇和島市堀端町１－１８
宇和島市
南予調剤株式会社
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

みゆき薬局 宇和島市御幸町二丁目１－１３
宇和島市
南予調剤株式会社
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

本町薬局 宇和島市本町追手二丁目２－１８
宇和島市
南予調剤株式会社
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

ワレイ薬局 宇和島市和霊元町四丁目２－１２
宇和島市
南予調剤株式会社
代表取締役 三原 謙一

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

レデイ薬局大洲店 大洲市若宮５５８番地１
松山市
株式会社レデイ薬局
代表取締役 三橋 信也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

レデイ新居浜西調剤薬局 新居浜市中萩町４－４３
松山市
株式会社レデイ薬局
代表取締役 三橋 信也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

レデイ伊予三島調剤薬局 四国中央市三島金子二丁目８－４８
松山市
株式会社レデイ薬局
代表取締役 三橋 信也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

レデイ薬局近見店 今治市近見町二丁目甲３２－１
松山市
株式会社レデイ薬局
代表取締役 三橋 信也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

レデイいよ米湊調剤薬局 伊予市米湊１３７２番地１
松山市
株式会社レデイ薬局
代表取締役 三橋 信也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

レデイ六軒家調剤薬局 松山市六軒家町４－２４東亜パークビル
１Ｆ

松山市
株式会社レデイ薬局
代表取締役 三橋 信也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

レデイ中央調剤薬局 松山市末広町１０－２
松山市
株式会社レデイ薬局
代表取締役 三橋 信也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

レデイ薬局日赤前店 松山市平和通一丁目５番８号中野スカ
イコート１Ｆ

松山市
株式会社レデイ薬局
代表取締役 三橋 信也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

レデイ土居調剤薬局 松山市土居町８０５－５
松山市
株式会社レデイ薬局
代表取締役 三橋 信也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

レデイ拓川調剤薬局 松山市拓川町２－３
松山市
株式会社レデイ薬局
代表取締役 三橋 信也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

レデイ一番町調剤薬局 松山市一番町一丁目１０番地８一番町共
同ビル１Ｆ

松山市
株式会社レデイ薬局
代表取締役 三橋 信也

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

愛 媛 県 報平成１８年９月１９日 第１７９６号

７７６



��������������

��������������

�愛媛県告示第１３７８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産

業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年９月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ＲＥ・ステーション 松山市土居田町２３番
地１

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 １，２９０� １，８２１� 平成１９年

５月１日
平成１８年
９月１日

駐車場の収容台数 ２７台 ５３台

駐輪場の収容台数 １２台 ４１台

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

午前１０時から午後８
時まで

午前９時３０分から午
後９時３０分まで

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時４５分から午
後８時１５分まで

午前９時１５分から午
後９時４５分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３７９号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成１８年８月１８日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成１８年９月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

江戸茂薬局土橋南店 松山市土橋町７―１
松山市
有限会社江戸茂薬局
代表取締役 鴻海 俊平

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

江戸茂薬局本店 松山市土橋町１８－１
松山市
有限会社江戸茂薬局
代表取締役 鴻海 俊平

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

さくら薬局中央店 新居浜市坂井町三丁目６番２号
新居浜市
有限会社蝶野
代表取締役 蝶野 基晴

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
９月１日

愛 媛 県 報平成１８年９月１９日 第１７９６号

７７７
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�愛媛県告示第１３８０号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事業の実施に関

する規程の変更を次のとおり承認した。

平成１８年９月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３８１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、四国中央市役所におい

て告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができ

る。

平成１８年９月１９日

三島川之江港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

四国中央市

四国中央市三島宮川４丁目６番５５号

代表者 四国中央市長 井原 巧

四国中央市三島宮川３丁目４番１５号

２ 埋立区域

� 位置

１工区

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛（青年農業

者に農業生産

又は農産物処

理加工に伴つ

て生ずる公害

防止のために

必要な施設の

改良、造成又は

取得に必要な

資金を貸し付

ける場合にあ

つては、年１厘

を加算する。）

年１分２厘５

毛

年４厘 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛（青年農業

者に農業生産

又は農産物処

理加工に伴つ

て生ずる公害

防止のために

必要な施設の

改良、造成又は

取得に必要な

資金を貸し付

ける場合にあ

つては、年２厘

を加算する。）

年１分２厘５

毛

年４厘５毛

２・３ 省略 ２・３ 省略

４ 農林水産大

臣の定める規

模を越えない

規模の農地又

は 牧 野 の 改

良、造成又は

復旧に要する

資金

年１分２厘５

毛（青年農業

者に貸し付け

る場合にあつ

ては、年１厘

を加算する。）

同上 同上 ４ 農林水産大

臣の定める規

模を越えない

規模の農地又

は 牧 野 の 改

良、造成又は

復旧に要する

資金

年１分２厘５

毛（青年農業

者に貸し付け

る場合にあつ

ては、年２厘

を加算する。）

同上 同上

５～７ 省略 ５～７ 省略

変更の承認を受けた農地
保有合理化法人の名称

変更の承認に係る農地保
有合理化事業の種類 承認年月日

東宇和農業協同組合 法第４条第２項第１号に
掲げる事業 平成１８年９月１２日

愛 媛 県 報平成１８年９月１９日 第１７９６号

７７８
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四国中央市三島中央１丁目字陣屋１９３０番１５の地先公有水面

� 区域

次の各地点のうち�の地点から�の地点までを順次に結んだ
線及び�の地点と�の地点を結ぶ平成８年の秋分の満潮位（Ｄ
．Ｌ．＋３．６６メートル）における公有水面と陸地との境界線に

より囲まれた区域

基点（四国中央市三島宮川４丁目八幡池四等三角点）は、北

緯３３度５８分５０秒７２９９、東経１３３度３２分５７秒８２０９の地点

�の地点は、基点から真北２９７度４６分１１秒１，０６９．８４メートル
の地点

�の地点は、�の地点から真北４０度００分１７秒１８５．１０メートル

の地点

�の地点は、�の地点から真北３１０度００分１７秒８８．００メート
ルの地点

�の地点は、�の地点から真北２２０度００分１７秒５５．８３メート
ルの地点

� 面積

１工区 １０，６００．６６平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成９年３月１３日 愛媛県指令８港第５４８号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年９月１９日

�愛媛県告示第１３８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川新居浜野田線
西条市樋之口字烏谷３６番５から

同市喜多川字土居部３８３番２７まで
平成１８年９月１９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線
今治市片山四丁目１３番４から

同市片山四丁目１４番７まで
平成１８年９月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町西谷字郷角１２７１９番１３から

同字１２７１５番４まで

旧 ５．８～１６．６ ０．１１３

新 １１．４～１８．５ ０．１１３

愛 媛 県 報平成１８年９月１９日 第１７９６号

７７９
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正 誤

�正 誤

平成１８年９月８日付け第１７９３号目次中

�������
�正 誤

平成１８年９月８日付け第１７９３号愛媛県告示第１３５９号（道路の区域

変更）中

�愛媛県告示第１３８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年９月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町西谷字郷角１２７１９番１３から

同字１２７１５番４まで
平成１８年９月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大茅辰ノ口線
西予市城川町野井川１４２６番３から

同町野井川１１７７番３まで

旧 ４．３～２０．６ ０．０６５

新 ４．５～３３．１ ０．０６５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大茅辰ノ口線
西予市城川町野井川１４２６番３から

同町野井川１１７７番３まで
平成１８年９月１９日

ページ 箇 所 誤 正

７６１ 右段上から４
行目 県道広見吉田線 県道西谷吉田線

ページ 箇 所 誤 正

７６５ 路線名 広見吉田線 西谷吉田線

平成１８年９月１９日 発行

愛 媛 県 報平成１８年９月１９日 第１７９６号

７８０


